
教育研究上の目的 

 

（目 的） 

第１条 埼玉東萌短期大学（以下「本学」という。）は、教育基本法、学校教育法及び本学

の建学の精神「以愛為人」と学校訓「自尊・創造・共生」に基づき、深く専門の学芸を教

授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合

的な判断力を培い豊かな人間性を涵養し、「東萌」を冠する校名が示す進取の気風をもっ

て光さす東方から萌え上がる若い力を育み、社会に貢献できる前途有為な人材となるた

めの基礎的能力を育成することを主な目的及び社会的使命とする。 
 
 

人材養成に係る目的 

 

（学科の人材養成に係る目的） 
第８条 幼児保育学科は、本学の建学の精神「以愛為人」と学校訓「自尊・創造・共生」に

基づき、優れた認識と実践力を身につけた保育士及び幼稚園教諭を中心とする保育・幼児

教育者を養成することを主な目的とする。そのため、幅広く深い教養及び総合的な判断力

を培い豊かな人間性を身につけるとともに、子どもの世界と保育・教育・社会福祉の本質

を深く理解し、子どもの成長・発達を高い視点から受けとめ、保育・幼児教育の内容と方

法に精通し、具体的な事象に即した繊細な心遣いをもって保育・幼児教育の現場で活躍す

ることのできる、保育者、幼児教育者となるための基礎的能力を育成することをねらいと

する。  

 

 
【注】「埼玉東萌短期大学」学則より 


